
第７６回“社会を明るくする運動” 

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～ 

実施要綱 
愛媛県推進委員会 

 

“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行を

した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、新た

な被害者も加害者も生まない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な

活動です。 

 

１ 第７６回“社会を明るくする運動”の「統一テーマ」 
 
 「保護司」をはじめとする更生保護ボランティアを広く知ってもらおう 

 
➢ 「更生保護」は、国、地方公共団体、民間が協力して、犯罪や非行から立ち直

ろうとする人たちを支援する取組であり、とりわけ、「保護司」をはじめとする多

くの更生保護ボランティアは、そのような人たちを地域社会で支え、再出発を助

けています。 

➢ 日本の更生保護の取組は、良好な治安を支えるものとして、海外でも高く評価

されており、令和７年１２月に国連総会で採択された「再犯防止に関する国連準

則」でも“hogoshi”が紹介されていますが、国民の認知度は必ずしも高くありませ

ん。 

➢ 社会経済の状況や地域社会、犯罪情勢等が大きく変化する中で、更生保護が機

能していくためには、更生保護の取組に対する国民一人一人の理解と協力がより

一層必要となります。 

➢ そこで、“社会を明るくする運動”の様々な取組を通じ、「保護司」をはじめとす

る更生保護ボランティアの存在や役割を広く国民に知ってもらうことを第７６

回の「統一テーマ」として、活動を展開することとします。 

 

２ 「統一テーマ」を踏まえた具体的な活動展開の例 

（１）中央推進委員会、都道府県推進委員会及び地区推進委員会を構成する機関・団

体やその他関係機関・団体が発行する広報誌等において、保護司や更生保護ボラ

ンティアの紹介記事を掲載する。 

 

（２）地域の各種イベントの挨拶などの機会を活用して更生保護ボランティアの活動

について紹介する。 

 

（３）保護司や更生保護ボランティアの活動をテーマとするシンポジウムや講演会な

どを開催し、広く地域住民に参加を呼び掛ける。 

 

（４）小中学校・高校等における授業・学習や作文コンテストの実施の機会などを捉

え、保護司等が学校を訪問して、非行防止や立ち直りをテーマとした講話を行う

など、学校と更生保護ボランティアが関わる機会を設ける。 



（５）「国際更生保護ボランティアの日」関連の企画、各地の名所・建造物のイエロ

ーライトアップ、各種の街頭広報活動を行う際には、更生保護ボランティアの存

在や役割を知ってもらえるよう工夫するとともに、それが広く報道されるよう努

める。 

 

（６）「保護司になるなんて、思ってもみなかった。」のポスター掲示、リーフレッ

ト設置及び動画放映について、新たな掲示先等の確保を図り、あるいは、保護司

や更生保護ボランティアの活動に関する情報を SNS やホームページなどで発信

する。 

 

（７）その他の活動においても、「統一テーマ」を踏まえた内容となるよう工夫する。 

 

３ この運動の組織 

この運動は、中央推進委員会、都道府県推進委員会及び地区推進委員会により推

進することとします。 

 (１) 愛媛県推進委員会 

この運動の実施に当たるため、愛媛県において、中央推進委員会の組織に呼

応して“社会を明るくする運動”愛媛県推進委員会を置きます。 

愛媛県推進委員会は、別添記載の機関・団体の代表で組織し、県内における

運動の企画、実施、連絡等に当たります。同県推進委員会を構成する機関・団

体は、それぞれの下部組織が、この運動に積極的に参加するよう配意します。 

愛媛県推進委員会の事務局を、松山保護観察所処遇部門総括グループに配置

します。 

  事務局：松山市一番町４丁目４－１ 松山法務総合庁舎６階 

ＴＥＬ ０８９－９４１－６１５８ 

ＦＡＸ ０８９－９４６－２９４４ 

 (２) 地区推進委員会 

地区推進委員会は、各地域の実情に応じ、愛媛県推進委員会に準じて市町、

保護区等を単位に組織し、「統一テーマ」を踏まえた運動の企画、実施等に当

たります。 

 

４ 強調月間等 

例年のとおり、７月を“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直り

を支える地域のチカラ～強調月間とします。再犯の防止等の推進に関する法律にお

いても、同じく７月が「再犯防止啓発月間」とされています。 

  運動の推進に当たっては、近年の夏季の気温上昇を踏まえ、効果的かつ安全に活

動を実施する観点から、活動の実施時期・方法等を工夫することとします。 

 

５ その他 

（１）地区推進委員会は、地区内における運動の実施結果報告をとりまとめ、実施概

要報告書によって、愛媛県推進委員会事務局に報告する。なお、実施概要報告書

の様式については、同事務局から送付する。 

（２）本運動を実施した民間の団体又は個人のうち、創意に富み、犯罪や非行のな  

い安全・安心な地域社会の実現に寄与する活動をしたものに対し、法務大臣感謝

状又は松山保護観察所長感謝状の贈呈について検討する。 

 



（３）本運動中央推進委員会の実施行事の一環として行われる「作文コンテスト」 

    に地区推進委員会から推薦のあった作品に対し、愛媛県推進委員会として審査

を行い、最優秀作品１編の応募者に対し、愛媛県推進委員会委員長による表彰

を行うほか、優秀作品５編の応募者に対し、それぞれ愛媛県教育長、松山保護観

察所長、愛媛県保護司会連合会会長、愛媛県更生保護女性連盟会長、愛媛県保護

観察協会理事長による表彰を行う。 

 

 

第７６回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直り

を支える地域のチカラ～ 作文コンテストについて 

 

１ 応 募 資 格  県内の小学生及び中学生 

２ テ  ー  マ  日常の家庭生活、学校生活の中で体験したことを基に、

犯罪や非行のない地域社会づくりや、犯罪や非行をした人

の立ち直りについて考えたこと、感じたことなど。 

３ 原 稿 枚 数   ４００字詰め原稿用紙３～５枚程度 

４ 応  募  先  “社会を明るくする運動”愛媛県推進委員会事務局（松

山保護観察所） 

５ 応 募 締 切  令和８年９月７日（月）必着 

 

６ 表彰の種類  

   ア 最優秀賞  愛媛県推進委員会委員長表彰   １名 

   イ 優 秀 賞  愛媛県教育長表彰        １名 

松山保護観察所長表彰      １名 

           愛媛県保護司会連合会会長表彰  １名 

           愛媛県更生保護女性連盟会長表彰 １名 

           愛媛県保護観察協会理事長表彰  １名 

 

   上記の他、中央推進委員会における法務大臣賞等に該当する場合がある。 

 

７ そ の 他   

（１）応募に当たっては、氏名、学校名、学年、作品名及び作品内容が報

道機関やインターネット等により公表される可能性があることにつ

いて、あらかじめ保護者の承諾が得られていることを前提とする。 

（２）応募作品は、他の作文コンテスト等への応募作品又は応募予定作品

を除く自作・未発表のものに限る。ただし、応募者の持つ様々な特性

に応じた合理的配慮については、これを十分に行うこととする。 

（３）生成ＡＩを利用して作成したものを自己の作品として提出すること

は認めない。 

（４）応募に当たっては、氏名（ふりがな）、学校名、学年、作品名を明

記すること。 

（５）上記規定に沿わない作品については、審査対象外となることがある

こと。 



 

愛媛県推進委員会を構成する機関・団体一覧     別 添 
 
[官公庁] 

 愛媛県 愛媛県警察本部 愛媛県教育委員会 松山地方裁判所 松山家庭裁判所 

 松山地方検察庁 松山刑務所 松山少年鑑別所 松山保護観察所 

 松山地方法務局 高松入国管理局松山出張所 愛媛労働局 松山市 

[司 法] 

 愛媛弁護士会 愛媛県司法書士会 日本司法支援センター愛媛地方事務所 

[士業団体] 

 愛媛県行政書士会 愛媛県社会保険労務士会 

[警 察] 

 公益社団法人愛媛県防犯協会連合会 一般社団法人愛媛県交通安全協会  

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター 愛媛県少年警察ボランティア協会 

[自 治] 

 愛媛県市長会 愛媛県町村会 

[金融関係] 

 株式会社伊予銀行 株式会社愛媛銀行 愛媛信用金庫 愛媛県信用農業協同組合連合会 

[経済・産業・交通] 

 愛媛県商工会議所連合会 愛媛県商工会連合会 愛媛県中小企業団体中央会 

 愛媛県商店街振興組合連合会 株式会社伊予鉄髙島屋 

 愛媛県石油商業組合 一般社団法人愛媛県ＬＰガス協会 

四国旅客鉄道株式会社愛媛企画部 株式会社伊予鉄グループ 宇和島自動車株式会社  

一般社団法人愛媛県ハイヤー・タクシー協会 

三浦工業株式会社 一般社団法人愛媛県建設業協会 愛媛県興行生活衛生同業組合 

愛媛県旅館ホテル生活衛生同業組合 

[農 業] 

愛媛県農業協同組合中央会  

[社会・厚生] 

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 愛媛県民生児童委員協議会 

愛媛県青少年育成協議会 愛媛少年友の会 一般社団法人愛媛県社会福祉士会 

一般社団法人愛媛県精神保健福祉士会 

[教育] 

愛媛県高等学校長協会 愛媛県小中学校長会 愛媛県ＰＴＡ連合会 

愛媛県高等学校ＰＴＡ連合会  

愛媛県公民館連合会 愛媛県市町教育委員会連合会 愛媛県少年補導委員連絡協議会  

[報道関係] 

毎日新聞社松山支局 株式会社愛媛新聞社 

日本放送協会（ＮＨＫ）松山放送局 南海放送株式会社 株式会社愛媛朝日テレビ 

株式会社あいテレビ 株式会社テレビ愛媛 株式会社エフエム愛媛 時事通信社松山支局 

株式会社愛媛ＣＡＴＶ 

[スポーツ] 

公益財団法人愛媛県スポーツ協会 愛媛県剣道連盟 

[青年運動・女性運動] 

愛媛県連合婦人会 

[その他] 

日本赤十字社愛媛県支部 愛媛県遊技業協同組合 

[法務省関係] 

特定非営利活動法人愛媛県就労支援事業者機構 愛媛県教誨師会  

愛媛県人権擁護委員連合会 更生保護法人愛媛県保護観察協会 愛媛県保護司会連合会  

更生保護法人愛媛県更生保護会 愛媛県更生保護女性連盟 愛媛県ＢＢＳ連盟 
 


